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契約変更年月日

契約業者名

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

 

工期（自）

工期（至）

契約金額 円（税込み）

変更金額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

変更理由

 

Ｒ５国道２０号新笹子トンネル関連改良工事

山梨県甲州市大和町初鹿野地先

一般土木工事

特例措置による変更

回・最終）変更契約の内容

132,000,000

2,178,000

令和6年3月28日

令和6年9月30日

「令和６年４月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運
用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について（新
積算基準の特例措置適用）入札書の提出期限日が令和６年３月１日
から３月３１日までの工事については、適正な価格での契約を行う
ことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額
に変更するための協議を請求することができることとされている。
受注者から令和６年度積算基準への変更希望があったことから、協
議を行うための変更設計を行うものである。

134,178,000

令和6年4月22日

株式会社飯塚工業

山梨県笛吹市御坂町井之上1511
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契約変更年月日

契約業者名

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

 

工期（自）

工期（至）

契約金額 円（税込み）

変更金額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

変更理由

 

回・最終）変更契約の内容

令和6年9月20日

株式会社飯塚工業

山梨県笛吹市御坂町井之上1511

Ｒ５国道２０号新笹子トンネル関連改良工事

山梨県甲州市大和町初鹿野地先外３箇所

146,388,000

工程の調整により、当初契約内容である工種を、一部減工とする。
地元要望により、交通安全対策工の必要が生じたため、
大月市内における、舗装工、区間線工、防護柵工、仮設工を行う。
工期は舗装工の増工により１８２日間延長し、令和７年３月３１日
までとする。

一般土木工事

【新笹子トンネル】
・道路土工　　　　減工
・法面工　　　　　減工
・排水構造物工　　減工
・落石雪害防止工　減工

【大月市①地区】
・舗装工　　　　　１式
・区画線工　　　　１式
・仮設工　　　　　１式

【大月市②地区】
・舗装工　　　　　１式
・区画線工　　　　１式
・防護柵工　　　　１式
・仮設工　　　　　１式

【大月市③地区】
・舗装工　　　　　１式
・区画線工　　　　１式
・仮設工　　　　　１式

令和6年3月28日

令和7年3月31日

134,178,000

12,210,000


